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第 1  章   環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

 

 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 16 条の規定に基づき、準備書に係る環境影響評価の結果について環

境の保全の見地からの意見を求めるため、準備書を作成した旨及びその他事項を公告し、準備

書及び要約書を公告の日から起算して約 1 ヶ月間縦覧に供した。 

 

（1） 公告の日 

令和 6 年 4 月 23 日(火) 

 

（2） 公告の方法 

① 日刊新聞紙による公告 

下記の日刊紙に「公告」を掲載した。 

・令和 6 年 4 月 23 日付 読売新聞 

・令和 6 年 4 月 23 日付 大衆日報 

 

② 自治体広報紙によるお知らせ 

下記の自治体広報紙に「お知らせ」を掲載した。 

・広報ちょうし 令和 6 年 4 月号 

・広報あさひ  令和 6 年 4 月 15 日号 

 

③ インターネットによるお知らせ 

令和 6 年 4 月 23 日から下記のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。 

・千葉県 ウェブサイト 

 https://www.pref.chiba.lg.jp/kansei/eikyouhyouka/jigyou/koukoku.html 

・銚子市 ウェブサイト 

 https://www.city.choshi.chiba.jp/ 

・旭市 ウェブサイト 

 https://www.city.asahi.lg.jp/ 

・千葉銚子オフショアウィンド合同会社 ウェブサイト 

 https://www.chsow.co.jp/news/info/jbs0422.html 
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（3） 縦覧場所 

① 関係自治体庁舎での縦覧 

・千葉県庁環境生活部環境政策課 

・銚子市役所企画課 

・銚子市役所豊岡出張所 

・銚子市役所豊里出張所 

・旭市役所環境課 

・旭市役所飯岡出張所 

 

② インターネットの利用による縦覧 

・千葉銚子オフショアウィンド合同会社 ウェブサイト 

 https://www.chsow.co.jp/news/info/jbs0422.html 

 

（4） 縦覧期間 

・縦覧期間：令和 6 年 4 月 23 日(火)から令和 6 年 5 月 27 日(月)まで 

     ただし、土・日・祝日及び閉庁日を除く 

・縦覧時間：開庁時間内 

なお、インターネットの利用による縦覧については、縦覧期間中、常時アクセス可能な状

態とした。 

 

（5） 縦覧者数 

関係自治体庁舎での縦覧者数（記名者数）は、8 名であった。 

・千葉県庁環境生活部環境政策課 0 名 

・銚子市役所企画課 3 名 

・銚子市役所豊岡出張所 1 名 

・銚子市役所豊里出張所 3 名 

・旭市役所環境課 0 名 

・旭市役所飯岡出張所 1 名 

 

  



 

3 

 環境影響評価準備書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 17 条の規定に基づき、準備書の記載事項を周知するための説明会を

開催した。 

 

（1） 公告の日及び方法 

説明会の開催公告は、準備書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

 

（2） 開催場所、開催日時及び来場者数 

・銚子市勤労コミュニティーセンター（銚子市若宮町 1-1） 

開催日時：令和 6 年 5 月 8 日(水) 19：00～20：30 

来場者数：26 名 

・いいおかユートピアセンター（旭市横根 1365-25） 

開催日時：令和 6 年 5 月 9 日(木) 19：00～21:00 

来場者数：7 名 

・銚子市勤労コミュニティーセンター（銚子市若宮町 1-1） 

開催日時：令和 4 年 5 月 10 日(金) 19：00～20:15 

来場者数：9 名 

 

 環境影響評価準備書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 18 条の規定に基づき、準備書について環境の保全の見地からの意見

を有する者の意見書の提出を受け付けた。 

 

（1） 意見書の提出期間 

令和 6 年 4 月 23 日(火)から令和 6 年 6 月 10 日(月)まで 

（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

 

（2） 意見書の提出方法 

環境の保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた。 

・縦覧場所に設置した意見書箱への投函 

・千葉銚子オフショアウィンド合同会社への書面の郵送 

 

（3） 意見書の提出状況 

2 名の方から、2 通の意見書が提出された。 

 

  



 

4 

第 2  章   環境影響評価準備書について環境の保全の見地からの意見の概要及び事業者の見解 

 

 意見の概要及び事業者の見解 

「環境影響評価法」第 18 条の規定に基づく、準備書について環境の保全の見地から提出さ

れた意見は、2 件であった。意見の概要及びこれに対する事業者の見解は、次のとおりである。 

 

№ 意見の概要 事業者の見解 

1 250m 以上の大型風力発電器 31 基をこのように海上に
無責任に設置するのは環境破壊となります。 
工事時や運転時の飛散、火災、台風、地震等の災害や
メンテナンス時も 1 基あたり 500L 以上あるオイル漏
れや部品の拡散の被害が拡大します。 
表 10.1.2-11 最大流速で時速 2km/h で人が歩く速さ
で広がり取り返しがつかなくなります。 
飛散時の対応が全くされていないのは、海上だから許
可されることでしょうか。 
防ぐ方法としてオイルの拡散防止用にオイルの吸収
剤を足元に設置し部材を散しない仕組みをつくる。 
海洋に建設するということは、環境保全に無責任でい
られることではありません。 
破片の分散、バードストライクの遺骸、オイル漏れの
海洋汚染に無責任で良いということではありません。 
自然保護を無視しつつも環境保全に責任のある施設
として拡散防止、汚染の被害がないような設計を明示
してください。無責任に乱立してよいという法令はあ
りますか。 
環境省が推進する環境保全ができない開発はあまり
に無責任です。 
図 2.2.9-1 に海面に対策がまったくありません。 

台風・地震等の自然災害に対しては、
「洋上風力発電設備に関する技術基準の
統一的解説 2.1 外力に対して安全な構
造」が求める風速、波力、地震力等に対し
て安全な設計になることを、国の技術審
査において確認を受ける予定です。 

火災発生時への対策として自動消火装
置の導入を検討しており、部品の飛散に
至る前に消火する方針です。 

油流出の防止対策としては、「洋上風力
発電設備に関する技術基準の統一的解説 
2.6 公害等の防止」において、水質汚濁防
止法が求める水準と同等の漏油対策が求
められています。具体的には、循環油が外
部へ飛散しないようオイルパンの設置等
により、外部への油流出を防ぐ措置を講
じる予定です。またメンテナンス時にお
いても、作業員への教育を行うことによ
り人為的なミスによる油流出を防ぐ考え
です。 

 
「洋上風力発電設備に関する技術基準の統一

的解説（令和 2 年 3 月版）」（2020 年、洋

上風力発電施設検討委員会） 

https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_

security/yojo_furyoku/pdf/20200327_01.pd

f 
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№ 意見の概要 事業者の見解 

2 自宅付近の低周波騒音の件 
●●に●●から銚子●●に●●して●●●の●●●
●を●●●●●して住んでいます。夜中にブォーン・
ブォーンという振動音が気になり何だろうと思って
いたんですが、一度気になったら眠れなくなり原因を
調べる様になりました。よく聞けば振動音は昼間も発
生していて、別紙写真資料の様に調査を実施していま
す。 
自宅から●●●●●●●●●●●に●●●●●●が
見え、●●●●●や●●●●●方向に●●●×2、●
●●●●●、●●●●の●●●●が見えているので、
夜中の騒音と風車をネットで調べると沢山の資料と
低周波被害が出ていることが分かりました。 
変だと思っているだけでは駄目なので、自宅周辺を調
査したところ一番怪しかったのは、近くの●●●●●
●●なのですが、朝 5 時～夕 5 時と夜中の稼働は無い
との回答有。 
また低周波音は構造物の反射でしか聞こえない為、風
車周囲に何も無いと聞こえない。安い dB 計を購入し
て寝室の騒音を計りましたが、30～32dB 程度なので
低周波音は測定できていません。家の外よりも中で響
き、心臓が締め付けられる様な感覚です。5/15(水) 
AM3:50●●方向の窓を開け耳をすますと漁船のブブ
ブブブというエンジン音とともに、かすかにキーン・
キーンと風車と思われる回転音。 
5/15(水)AM7:50 ゴミ出しの後、そのまま突き当りの
●●●●に歩いて行くと●●●●●●●と●●●に
続く塀の間からブォーン・ブォーンと聞き覚えのある
音が響いていた、その先に有るのは●●●●●●。 
私見ではあるが、低周波音の大半は●●●●●●で、
それに風や気象条件で●●の風車が足されていると
思われる。 
 
現状、夜に眠れないのに●●●●●●より、定格出力
5 倍以上・大きさ 2 倍の洋上風車が 31 基 2KM 沖合に
設置されれば、自宅や周辺住民や●●●●も低周波騒
音の被害が出るのは明らかである。このままでは銚子
リゾート都市ではなく、銚子低周波都市となるので、
千葉銚子オフショアウインド合同会社殿の計画の変
更、縮小、撤回等をして頂く様、お願い致します。 
 
「結論」自宅から JR・銚電の発射ベルが聞こえたり、
漁船の音、サイレンの音、屛風ヶ浦の潮騒等が聞こえ
音が集まり易い場所である上に、現状●●や●●の風
車の低周波と思われる騒音が出てる状況。出力 5 倍・
大きさ 2 倍を 31 基増設すれば単純計算 310 倍の騒音
を発生させるのは許し難い行為である。これ以上の風
力発電は、止めて頂きたい。 
 

ご自宅及び周辺での現況については、
見解を差し控えさせていただきます。 

本事業の超低周波音については、配慮
書において最寄りの住宅等建物における
超低周波音を 80dB、最寄りの配慮が特に
必要な施設における超低周波音を 79dB
と予測し、超低周波音評価指標の 100dB
（「低周波音の測定方法に関するマニュ
アル」(平成 12 年、環境庁)）を大きく下
回ると評価しております。 

加えて風車配置を配慮書段階に比べて
最寄りの住居等までの離隔を更に大きく
とるよう見直していることから、本事業
による超低周波音が問題になる可能性は
低いと考えております。 

※「意見の概要」の「●」の箇所及び「別紙写真資料」は、意見提出者のプライバシー等に配慮して伏
せた。 

 

 

 




